
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創 立 １ １ ５ 年  
指 宿 市 立 丹 波 小 学 校 

令和６年１１月１ ２ 日発行 

児童数４８０名 
【学校教育目標】「大きな夢の実現のために，心豊かで，たくましい丹波の子を育てる」 

【校訓（丹波魂）】「よく考える すすんで実行する 最後までやりぬく」  

【めざす子どもの姿】 

「互いに知恵を出し合う子」「明るく思いやりのある子」「根気強く体をきたえる子」 

丹波だより１１月号 
〔学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ〕 

 

「法」に基づいた子育て ～11月は「児童虐待防止推進月間」～ 

 

 「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」の期間中，多くの保護者，地域の皆様に御
来校いただきました。子供たちの姿はいかがだったでしょうか。今後も御指導や見守りを
よろしくお願いいたします。 
さて，近年「児童虐待防止法」「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一

部を改正する法律」など，子育てに関係する法規が整備され，社会全体で子供を守り，保
護者を支える取組が進められています。 
しかしながら，全国的に児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり，

重大事案も後を絶たず，児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題となっています。 
「児童虐待」とは，「１ 身体的虐待」「２ 性的虐待」「３ ネグレクト」「４ 心理的虐待」

の４つに類別されます。「児童虐待」といえば，「1」や「２」をイメージしやすいのですが，
「ネグレクト」「心理的虐待」の割合も増えています。（下記参照） 

 
●ネグレクト（育児放棄） 
家に閉じ込める，食事を与えない，ひどく不潔にする，自動車の中に放置する，重 
い病気になっても病院に連れて行かない，など 
●心理的虐待 
言葉による脅し，無視，きょうだい間での差別的扱い，子供の目の前で家族に対し 
て暴力をふるう（DV），など 

 
例えば，車を運転する時は「道路交通法」を遵守しなければなりません。法やルールを

守らない運転をしていたら，いつか重大事故を引き起こすことになりますし，当然，相応
の制裁を受けることになります。子育てにおいても同じです。子供の心身に悪影響を及ぼ
し，大人になってから，自分が受けた行為を我が子をはじめ他者に行ってしまうことにも
つながります。 
国は，毎年 11月を「児童虐待防止推進月間」と定め，児童虐待問題に対する社会的関心

の喚起を図るため，集中的な広報・啓発活動を実施しています。 
 各自治体では，児童虐待への対応について広報，啓発を行っています。鹿児島県と指宿
市のホームページでは，下記のとおり記載されています。 
 
■鹿児島県 
児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはやく）」 
「児童虐待かもと」と思ったらすぐにお電話ください。 

（24時間 365日対応） 
お住まいの地域の児童相談所につながります。通告・相談は 
匿名で行うことも可能です。通告・相談をした人やその内容に 
関する秘密は守られます。 
■指宿市 
児童虐待の事実が必ずしも明らかでなくても，虐待を受けて 
いるのではないかと心配される子供を発見した場合には，市町 
村または児童相談所などに相談(通告)しなければなりません。 
指宿市でも通告を受け付けていますので，気になる児童や家庭があった場合には連絡 
してください。連絡者の秘密は厳守します。 
 
学校は，児童虐待防止法やガイドラインに定められた果たすべき義務に基づき，関係機

関と連携した対応をしてまいります。 
 

学 校 長  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域が育む「かごしまの教育」県民週間～来校ありがとうございました～ 

１～７日，県民週間の取組が県内各地で実施され，本校でも自由参観と土曜参観を行 
い，多くの御家族，地域の方々が来校されました。それぞれの学年，学級で子供たちが意 
欲的に活動する姿が見られたのではないかと思います。土曜参観では，4年生が十才記 
念式を行い，将来の夢や家族へのメッセージを伝え，感動的な式となりました。また，２･３ 
校時の授業参観では，親子で一緒に課題に取り組む学級もあり，楽しいひとときを過ごすことができたので
はないかと思います。親子で下校（通学路点検）にも御協力いただき，ありがとうございました。 

１１月中旬～１２月の主な行事予定 

【１１月】 

１３日(水) 避難訓練（３・４校時），ＰＴＡ理事会 

１４日(火) 家庭学習強調週間(～２０日) 

１９日(火) 音楽朝会(６年) 

２１日(木) 読み聞かせボランティア,クラブ活動 

２２日(金) ４時間授業日（１３：１０下校） 

２３日(土) 🎌勤労感謝の日，親子読書の日 

【１２月】 

１２日(月) 校内人権週間（～６日） 

１４日(水) 委員会活動 

１５日(木) 持久走大会(午前)，学級ＰＴＡ(午後) 

１６日(金) 持久走大会予備日 

１７日(土) 県ＰＴＡ活動研究委嘱公開（枕崎市） 

１０日(火) 小小交流（柳田小との交流：６年生） 

１０日(火) ＡＬＴ来校日 

１２日(木) クラブ活動 おひさまおはなし会（丹波小） 

１３日(金) 指宿市学校保健・安全研修会（なのはな館） 

１４日(土) 土曜授業日 生活科冬まつり（１・２年） 

１５日(木) スクールカウンセラー来校日 

１５日(日) ＰＴＡ父親部門松づくり 

２４日(火) 終業式（給食あり） ※１３時頃下校 

２５日(水) 冬休み（～１月７日） 

２６日(木) 指宿市・千歳市青少年相互交流事業冬季交流 

※ 毎月第３土曜日は，「青少年育成の日」 

※ 毎月第３日曜日は，「家庭の日」 

ＭＢＣラジオ「私たちの作文」 ※放送済 

１０月１９日(土) １年 ○○ ○○ さん 

１０月２６日(土) ５年 ○○ ○○ さん 

Let's enjoy タンバーランド 

  1０月１２日(土)，「タンバーランドｖｏｌ.２」が開催されま

した。子供たちや保護者のみなさんにお越しいただき，ゲ

ームや飲食物，ワークショップやステージ発表など，多く

の催し物を楽しむ姿が見られました。ＰＴＡ事業部の皆様

は１学期から準備を始められ，チケットの予約販売や当

日の運営などに御協力くださいました。ありがとうござい

ました。来年「vol.３」を楽しみにしています。 

１０月１７日（木）に警察，子供１１０番 
の家の方々をお招きし，両訓練を行いま 
した。子供１１０番の家の方に来ていただ 
いてのかけ込み訓練は，初めての試みで 
した。不審者が校舎３階５年生の教室に 
侵入したという想定で，避難と不審者の 
制圧まで，実際と同様に行いました。 
体育館へ避難した後，実演を交えて下 
校中のかけ込み訓練を行いました。 

宿泊学習  

南薩少年自然の家で５年生が１泊２日 

の宿泊学習を行いました。２日間の学習 

をとおして，時間，きまり,マナーを守って 

集団行動をする大切さを学びました。 

万之瀬川でのカヌー体験やフォトアド

ベンチャーなど,楽しく貴重な体験もで

きました。天気にも恵まれた充実した２

日間でした。 

学校運営協議会 

６日（水），第２回学校運営協議会を開催しました。１０月までの学校運営の状況報告 
や授業参観をとおして，学力や生徒指導，保健指導等について意見をいただきました。 
質疑応答では，一人一台タブレット端末を活用した授業，むし歯保有率及び治療率， 
地域でのあいさつ等が話題となりました。委員からは，むし歯の未治療が解消されるよう 
に努めること，学校，保護者，地域が一体となって，あいさついっぱいの丹波小を目指して 
いくことなどの御意見もいただきました。頂戴しました御意見を，全職員で共有し，今後の 
教育活動に生かしてまいります。 

修学旅行  

新幹線で熊本へ。熊本駅からはグループごとの自主

研修をスタート。徒歩や市電に乗り，自分たちで計画した

コースを見学しながら熊本城を目指しました。２日目は，

グリーンランドで，最高に楽しい時間を過ごすことができ

ました。 


